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１．ガス安全⾼度化計画２０３０について
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• ２０２４年の事故発⽣状況と指標に対する達成状況は、以下のとおり。



2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

全国事故件数 441 343 368 404 250 209

うち管内 219 167 180 208 136 110

うち死傷事故（管内） 16 11 7 4 15 14

うち死傷事故（全国） 33 21 20 12 22 22
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２．ガス事故報告の推移について（全国及び関東管内）

• 2024年の関東管内における事故報告件数は110件となった。
• 死傷者を伴う事故は14件となり、前年より１件減少したものの２件の死亡事故
が発⽣した。

グラフ１ ⼀般ガス導管事業者等も含めた管内の
ガス事故報告件数の推移（全国及び管内）
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（事故件数） （死傷事故件数）

※ 2023年3⽉31⽇付けでガス関係報告規則等が改正され報告要件が変更（交通困難の定義、供給⽀障の⼾数
等）となった

※

※



２．ガス事故報告の推移について（管内段階別）

• ２０２４年の管内のガス事故報告のうち、製造段階における事故は１件
• 供給段階における事故は４３件
• 消費段階における事故は６６件となり、前年より４件増加

グラフ２ ⼀般ガス導管事業者等も含めた管内の段階
別ガス事故報告件数の推移
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2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

管内事故件数（製造段階） 0 1 7 4 5 1

管内事故件数（供給段階） 119 97 120 123 69 43

管内事故件数（消費段階） 100 69 53 81 62 66
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※ 2023年3⽉31⽇付けでガス関係報告規則等が改正され報告要件が変更となった



• ２０２４年の管内のコミュニティーガス事業の事故件数について、製造段階での
発⽣はなく、供給段階が２件、消費段階は１件となった

• 死傷者を伴う事故については６年ぶりの発⽣（２件）となった

グラフ３ 管内のコミュニティーガス事業の段階別事故
件数の推移
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２．ガス事故報告の推移について（コミュニティーガス事業段階別）

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

うち製造段階 0 1 6 3 4 0

うち供給段階 3 3 6 1 2 2

うち消費段階 1 2 1 3 2 1

死傷事故件数 0 0 0 0 0 2
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３．２０２４年の管内における死亡事故について①
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※第3１回 産業構造審議会 保安・消費⽣活⽤製品安全分科
会 ガス安全⼩委員会 資料より抜粋



３．２０２４年の管内における死亡事故について②
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※第3１回 産業構造審議会 保安・消費⽣活⽤製品安全分科
会 ガス安全⼩委員会 資料より抜粋



４．管内におけるコミュニティーガス事業の事故について（２０２４年︓事故⼀覧）

製造段階
主な原因被害内容

供給段階
主な原因被害内容

⼾建住宅建築現場にて、電気⼯事業者が掘削中に灯外内管（ＰＥ２５
Ａ）を損傷後、ガス管の埋め戻しを⾏った。
現場に到着した社員は漏えいの可能性のある所で電動⼯具を使⽤して
はいけないことを知っていたにもかかわらず電動⼯具にて埋め戻し箇
所の掘削を⾏ったことにより、漏えいしたガスに着⽕し負傷。

軽傷１名他⼯事時のガス管損傷に伴
う⾃社補修⼯事中の着⽕負
傷事故

⽔道⼯事業者は、ガス管位置確認の事前照会を⾏わずに敷地内駐⾞場
の⼟間コンクリートを電動カッターで切断中、灯外内管を損傷し漏え
いしたガスに着⽕し負傷。

軽傷２名他⼯事による灯外内管損傷
に伴う着⽕負傷事故

消費段階
主な原因被害内容
メーカー調査の結果、機器に異常は⾒当たらなかった。連続して種⽕
の点⽕操作を⾏ったことで、機器本体内に未燃ガスが滞留し、点⽕操
作によるスパークが引⽕したものと推定

ＢＦ式⾵呂釜本体の
ケーシング側⾯変形

ＢＦ式⾵呂釜の異常着⽕事
故
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該 当 な し



（概 要）
⼾建住宅建築現場にて、電気⼯事業者が仮設電柱を設置するため敷地内掘削中に灯外
内管（ＰＥ２５Ａ）を損傷し、補修が困難なためガス管の埋め戻しを⾏った。
連絡を受け現場に到着したガス事業者社員は当初⼿掘りで掘削したものの地⾯が硬
かったため電動⼯具を使⽤したところ、先端からの⽕花により漏えいしたガスに着⽕
し負傷した。
（原 因）
ガス事業者社員はガス漏えいの可能性のある所で電動⼯具を使⽤してはいけないこと
は知っていたが、何とかガスを⽌めなければならないと思い、冷静に判断できず電動
⼯具を使⽤したことによるもの。

【他⼯事時のガス管損傷に伴う⾃社補修⼯事中の着⽕負傷事故】

４．管内におけるコミュニティーガス事業の事故について（２０２４年︓事故事例①）
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使⽤した電動⼯具（斫りハンマー）
ガス管損傷箇所



（概 要）
⽔道⼯事業者作業員が、浄化槽から本下⽔への変更⼯事において敷地内駐⾞場の⼟間
コンクリートを電動カッターで切断中に灯外内管（PE25A）を切断し、漏えいに気
付かず斫り⼯事を⾏ったところ漏えいしたガスに着⽕し作業員２名が負傷した。
（原 因）
敷地内においてガス管の杭を確認していたものの３０ｃｍ以上の深い部分に埋設され
ているから⼤丈夫だろうと思い込み、ガス管位置確認の事前照会を⾏わずに作業を
⾏ったことによるもの。

【他⼯事による灯外内管損傷に伴う着⽕負傷事故】

４．管内におけるコミュニティーガス事業の事故について（２０２４年︓事故事例②）
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ガス管損傷箇所 事故現場の状況（復旧後）



（概 要）
需要家より、ガスが使えないとの通報が複数あり特定製造所を確認したところ、全容
器のガス切れにより供給圧⼒が低下し供給⽀障が発⽣していた。
（原 因）
配送管理体制、在庫確認の不備によるもの。

【ガス切れによる供給⽀障事故】
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（２）再発防⽌対策

①容器の⽚側交換の徹底

②配送予定を事務所の予定表に記載

③特定製造所の巡視点検時に残量確
認の実施を徹底

④ガス主任技術者による確認の実施
（巡視点検結果、残量、配送予定）

⑤他の職員による週１回の在庫確認
の実施

⑥配送予定のシステム管理

チェック体制の構築

情報の共有化

システム管理を併⽤し
属⼈的な管理を排除
・使⽤量に基づく予測配送の実施
・配送漏れの際の配送指⽰の実施等

実残量に対して次回の配送予定
⽇の設定が不適切となりガス切
れに⾄る

（１）事故発⽣時の状況

①配送管理体制
配送担当者１名のみに在庫
管理、配送計画の作成、配
送を任せていた

②在庫確認
配送担当者の在庫確認（実
残量）が不正確

対策のポイント

（徹底強化）

（徹底強化）

※定めはあったが実施されていなかった

※定めはあったが実施されていなかった

チェック体制の構築

････

････

････

････

･･･････････

･･･････････
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４．管内におけるコミュニティーガス事業の事故について（過去の事故事例）



５．⾃社⼯事事故、他⼯事事故、⼀酸化炭素中毒事故について（⾃社⼯事事故）
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• ガス導管に係る⾃社⼯事において⼈損に⾄る事故の発⽣が続いています

概 要 等被害件名年⽉⽇
重機により新設管を掘削溝内に吊り下ろす作業中、現場作業状況の確認不⾜か
ら新設管がガスバック⽤圧⼒計ユニットに接触し、これによりガスバック内の空気が抜
けてガスバックによるガスの遮断が保てず、放散管からガスが噴出し供給⽀障となった。

供給⽀障121⼾本管⼊替⼯事による供
給⽀障1⽉18⽇

2024年
灯外内管の地境切断⼯事において、作業員が⾃ら掘削した⽳に上半⾝を⼊れて作
業を⾏っていたが、ガスの遮断を⾏わないままガス管の切断を⾏ったことから、⽣ガス
が噴出し、作業途中で酸⽋になって意識を失い死亡（推定）。

死亡１名地境切断⼯事時の漏
洩に伴う死亡事故1⽉18⽇

⼾建て住宅建築現場において、電気⼯事業者が仮設電柱⼯事のための掘削中に
灯外内管を損傷した。⾃社社員が補修のため、電動⼯具を使⽤したところ先端から
の⽕花により漏えいしたガスに着⽕し負傷。

軽傷1名
他⼯事時のガス管損
傷における⾃社補修⼯
事での着⽕負傷事故

6⽉12⽇
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【2024年における⾃社⼯事の事故】

【管内における⾃社⼯事の事故の推移】 【主な発⽣原因等】
①作業⼿順が遵守されていない

・電動⼯具を使⽤
・⼀部の⼿順を省略

②確認不⾜
・作業内容
・周囲の状況

事業者作業員のヒューマンエラーによるものが多い
事業者の取り組みにより事故０
に近づけることができる

⾃社⼯事事故件数 うち死傷事故件数
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• ガス事故における他⼯事事故は、毎年⼀定数で発⽣している
• 他⼯事事故における負傷者数は年ごとに変動がある
• 他⼯事として⾏われていた⼯事は解体⼯事が最も多い。また、建物の解体・建
築に関する⼯事（解体⼯事、改修⼯事、建築⼯事、外構⼯事）で６割強を占め
ている

【管内における他⼯事事故の推移】
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【管内のガス事故における負傷者数の推移】 【他⼯事として⾏われていた⼯事】

解体⼯事
38%

改修
⼯事
10%

建築⼯
事 9%

外構⼯事
6%

下⽔道⼯事
5%

その他 32%

（2020年〜2024年の合計）

※

※2023年3⽉にガス関係報
告規則等が改正され、報告
対象となる事故の範囲が縮
⼩した

供給段階の事故 供給段階の事故

※2024年6⽉に他⼯事によるとみられる
死亡事故（死亡1名、重傷1名、軽傷2
名）が発⽣した

５．⾃社⼯事事故、他⼯事事故、⼀酸化炭素中毒事故について（他⼯事事故）
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• 当部では、他⼯事事故の防⽌について⼀層の周知を図るため、関東地⽅整備局ほ
か関係機関が主催する講演会等に他⼯事事故の防⽌に関するリーフレットを配布。

• また、他⼯事に係る広報資料をまとめたサイトを設置し管内の主な建設局などと
のリンクを依頼中。

• ガス事業者の皆様のウェブサイトとのリンクのご協⼒をお願いします。
URL：https://www.safety-kanto.meti.go.jp/citygas/accident/c_accident_04.html

５．⾃社⼯事事故、他⼯事事故、⼀酸化炭素中毒事故について（他⼯事事故）
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概要被害場所⽉⽇
 栄養管理室内の洗浄室で業務⽤⾷器洗浄機を使⽤中に職員4名が意識朦朧となり、また、洗浄室周辺にいた職員５名

も体調不良を訴え、９名が病院に搬送されCO中毒と診断。
 ⾷器洗浄機から⾼濃度のCO発⽣が確認され、排気部に汚れや異物が付着していたことから、排気不良により洗浄機燃焼

部への給気が⼗分に⾏われず不完全燃焼したものと推定。
 当⽇、計画的な停電の影響により⾷器洗浄機使⽤中、排気ファンが停⽌した状態であった。
 業務⽤換気警報器について、発報した際は職員が警報器を取り外すことが常態化しており、当⽇も取り外され洗浄室外に

放置されていた。

9
名

病院の栄
養管理室
内の洗浄

室

2023年
5⽉27

⽇

 ラーメン店で、従業員が仕込みのため業務⽤麺茹で器と業務⽤こんろを使⽤中、気分が悪くなり倒れ、店⻑も通報後に気
分が悪くなった。

 ２台ある業務⽤麺茹で器から基準を超えるCOが検出された。業務⽤麺茹で器がメーカー指定以上の⼤きさの鍋が⼊るよ
うに改造されており、その鍋を使⽤した場合、鍋が排気⼝を塞ぐ形になり、排気⼝から排気が排出されず不完全燃焼を起
こしていた。

 換気扇は使⽤されておらず、CO警報器も半年程度前に廃棄したとのことであった。

2
名

ラーメン店
の厨房

2023年
6⽉10

⽇

 仕込みのためガス使⽤中に4名気分が悪くなり病院へ搬送され、3名がCO中毒と診断。業務⽤麺ゆで器の不完全燃焼を
確認。

 業務⽤麺ゆで器について、空焚きを繰り返したことで発⽣した酸化銅が剥離し、排気閉塞となり⾼濃度のCOが発⽣。
 換気扇は作動しておらず、業務⽤換気警報器もスピーカー部にテープが貼られ鳴動⾳が聞き取りにくい状態であった。

3
名

ラーメン店
の厨房

2024年
4⽉27

⽇

 仕込み中に気分が悪くなり、休息をとっていたが意識を失い病院へ搬送。
 麺ゆで器からCOの排出を確認したほか、業務⽤排気フードの排気量が弱かった。
 換気設備は作動させていなかった。

1
名

ラーメン店
の厨房

(覚知)
2024年
8⽉15

⽇
 仕込みのためガス使⽤中に2名が病院に搬送され、１名がCO中毒と診断。業務⽤こんろの不完全燃焼を確認。
 業務⽤こんろはダンパーが絞られた状態であり、燃焼に必要な空気が⼀時空気⼝から取り⼊れられず不完全燃焼を起し
COが発⽣。

 換気設備は作動していたものの吸い込みが弱く排気が滞留する状態であった。業務⽤換気警報器が鳴動したが誤作動
と思い外して店外へ置いていた。

1
名

ラーメン店
の厨房

2024年
10⽉5

⽇

→ＣＯ中毒事故の対応にあたっては、「ガス漏れ警報器」、「ＣＯ警報器（換気警報器）」の設置状況及
び作動状況について、現地確認をお願いします

５．⾃社⼯事事故、他⼯事事故、⼀酸化炭素中毒事故について（⼀酸化炭素中毒事故⼀覧）
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５．⾃社⼯事事故、他⼯事事故、⼀酸化炭素中毒事故について（注意喚起資料）



６．経済産業省からの注意喚起・要請等（ガス事故関係）

１．⾷品⼯場及び業務⽤厨房施設等における
⼀酸化炭素中毒事故の防⽌について

２．建設⼯事等におけるガス管損傷事故の防
⽌について

３．住宅塗装⼯事等におけるガス機器の給気・
排気部の閉塞による⼀酸化炭素中毒事
故の防⽌について

1. ガス⼯作物の他⼯事における事故の防⽌について

2. ガス⼯作物の⾃社⼯事おける事故（酸素⽋乏事故）の防⽌について

3. ガス⼯作物の⾃社⼯事における事故の防⽌について

（令和6年10⽉30⽇）

（令和6年8⽉26⽇）

（令和7年3⽉3⽇）

（令和7年3⽉3⽇）

（令和6年3⽉7⽇）

ガス事業者向け注意喚起・要請

関係省庁等への協⼒依頼

（令和2年7⽉6⽇）
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ガス点検等（ガス漏れ及びガス機器等の点検、
ガスメーターの交換、ガス給湯器の交換、ガス警報
器の取付け等）を装った訪問者が、⽞関ドアを開
けさせ住宅の中に⼊り、現⾦等を奪う事案が全国
で発⽣しています。

経済産業省では需要家（⼀般消費者）の被
害防⽌の観点から、関係団体に対し注意喚起・
要請を⾏いホームページにて公開しています。

ガス事業者の皆様におかれましては、注意喚起・
要請をご確認頂き、需要家の被害防⽌に万全を
期して頂くようお願いします。

こうした事案により、定期保安点検等の保安業
務に⽀障が⽣じているなどの情報があればお知らせ
ください。

６．経済産業省からの注意喚起・要請等（ガス機器等の点検等を装った訪問者に対する注意喚起）



７．ガス事故の報告について（報告対象のガス事故）

年報詳報速報関連条項事故

○○ ①○ ①4,8ガスの製造に⽀障を及ぼした事故であって、製造⽀障時間が10時間以上のもの

製
造
・
供
給
段
階
の
事
故

○○ ①○ ①1,2,5,6ガス⼯作物の⽋陥、損傷若しくは破壊⼜はガス⼯作物の操作（⼯事中を含む）により⼈が死
傷若しくは中毒し⼜は酸素⽋乏症となった事故

○○○9最⾼使⽤圧⼒が⾼圧⼜は中圧の主要なガス⼯作物の損壊事故

○○－10最⾼使⽤圧⼒が⾼圧⼜は中圧の主要なガス⼯作物（製造所に設置されたものに限る）の損
壊事故

○○－11最⾼使⽤圧⼒が低圧の主要なガス⼯作物の損壊事故

○○○12ガス⼯作物からのガス漏えいによる爆発⼜は⽕災事故

○○－ ②14ガス⼯作物の⽋陥、損壊若しくは破壊⼜はガス⼯作物を操作することにより、⼀般公衆に対し、
避難、家屋の破壊、交通の困難等を招来した事故

○○ ①○ ①3,7供給⽀障⼾数が100⼾以上

○－－－供給⽀障⼾数が100⼾未満のもの

－○○15,16ガス栓の⽋陥、損壊⼜は破壊により、⼈が死亡若しくは中毒し⼜は酸素⽋乏症となった事故及
び、漏えいしたガスに引⽕し発⽣した負傷⼜は物損事故消

費
段
階
の
事
故

－○○17消費機器⼜はガス栓の使⽤に伴い⼈が死亡若しくは中毒し⼜は酸素⽋乏症となった事故

－○－18消費機器⼜はガス栓から漏えいしたガスに引⽕することにより、発⽣した物損事故（消費機器
が損傷した事故であって、⼈が死亡せず、⼜は負傷しないものに限る。）③

－○○19消費機器⼜はガス栓から漏えいしたガスに引⽕することにより、発⽣した負傷⼜は物損事故

① 製造⽀障時間が24時間以上の場合、⼈が死亡した事故の場合、供給⽀障⼾数が500⼾以上の場合は、それぞれ経済
産業本省ガス安全室にも報告が必要。

② ガス事故速報の様式を⽤い「速報に準じて情報提供」をお願いします。
③ 引⽕がその消費機器内部に限られる場合の物損事故（給湯器や⾵呂釜のケーシング変形事故等）が対象となります。
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７．ガス事故の報告について（よくある質問と回答）



事故が発⽣した時※１（事故の発⽣を知った時※２）から24時間以内可能な限り速やかに、
以下の項⽬について報告。
 事故発⽣の⽇時及び場所
 事故の概要
 事故の原因
 応急措置
 復旧対策
 復旧予定⽇時
 事故に係る消費機器及びガス栓の製造者名称、機種、型式並びに製造年⽉

※１ ガス関係報告規則第４条第１項の表中第１〜９号、第１２号に該当する事故
※２ ガス関係報告規則第４条第１項の表中第１５〜１７号、第１９号に該当する事故

事故が発⽣した⽇※３（事故の発⽣を知った⽇※４）から起算して30⽇以内に、以下の様式
にて報告。
 製造段階・供給段階の事故 ⇒ 様式第14
 消費段階の事故 ⇒ 様式第15

※３ ガス関係報告規則第４条第１項の表中第１〜１２号、第１４号に該当する事故
※４ ガス関係報告規則第４条第１項の表中第１５〜１９号に該当する事故

※速報はメールに
てお願いします

25

速報、詳報の様式は当部ホームページからダウンロードできます

速報

詳報

※詳報は保安ネットまたは郵送に
てお願いしておりますが、自社
工事事故や他工事事故の一部等
については直接お越しいただく

場合があります。

７．ガス事故の報告について（報告の⽅法）
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７．ガス事故の報告について（ガス事故連絡体制）



（参考）ガス事故速報様式
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８．台⾵・豪⾬時の臨時対応について

28

１．発動条件
事業者の供給エリアにおいて、次の①または②の状態になった場合に臨時対応を開始

① 警戒レベル4相当の「⼟砂災害警戒情報」等が概ね4時間以上継続発表
② 市町村から警戒レベル4「避難指⽰」が発令

２．報告対象
発動条件に該当したエリアで発⽣した、台⾵・豪⾬の影響と判断される次の事象

① ⼟砂崩壊等による本⽀供給管の折損に伴う100⼾未満の供給⽀障
② 早急に防護が必要と判断される⾼圧・中圧の導管露出
③ 供給⽀障に⾄る卸供給の途絶等

３．終了条件

警戒レベル3以下に低下後24時間経過
かつ

全報告対象の保安措置完了（報告対象無しを含む）

臨時対応開始
の報告

専⽤様式にて
報告

臨時対応終了
の報告

※

※

※現在、気象庁等において、防災気象情報の体系整理が⾏われており、
令和８年度出⽔期から運⽤予定



８．台⾵・豪⾬時の臨時対応について

exl-kanto-toshigashoan@meti.go.jp関東東北産業保安監督部保安課
kanto@jcga-page.or.jp⽇本コミュニティーガス協会

関東⽀部

⾏政庁への要
望事項等

完了報告サイ
ン

対応状況卸供給途絶等注３被害規模(導管露出注２)被害規模(供給⽀障注１)

住所被害件名N0.事業者 保安措置また
は防護措置

卸供給事業者名
想定される障害内

容
露出延⻑ 単位:m100⼾以上

(事故報告対象)
60〜100⼾未

満
30〜60⼾未

満1〜30⼾未満

台⾵●号における被害状況と復旧⾒込み（○⽉○⽇○○時○○分 現在）

注１︓⼟砂崩壊等による本⽀供給管の折損⼜は特定ガス発⽣設備等の浸⽔等に伴う100⼾未満の供給⽀障 ※１ ※２

注２︓早急に防護が必要と判断される⾼圧・中圧の導管露出
注３︓供給⽀障に⾄る卸供給の途絶等 ※３ ※４

※１︓差⽔による供給⽀障の直接的な原因は、ガス管・ 継⼿部の腐⾷であることから対象外
※２︓建物倒壊や浸⽔等の需要家側の事情に伴って、予防保全のためにガスの供給を停⽌した場合は対象外
※３︓卸供給先が報告する（卸供給元からは報告不要）
※４︓別系統等でバックアップ可能であれば対象外

※「⾏政庁への要望事項等」欄には、例えば道路の復旧、⼟砂や倒⽊の撤去などの要望事項を記⼊できる。
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４．報告先（メール送信先）

５．報告様式（専⽤様式）



９．ガス事業法における特定ガス発⽣設備の定期⾃主検査について（注意喚起）

1. 関東東北産業保安監督部（以下「当部」とい
う。）は、ガス事業法第３４条の規定に基づき⾏
われる定期⾃主検査において、特定ガス発⽣設備
のうち容器（バルク貯槽）に係る開放検査が法令
で規定する時期に⾏われなかったことから、令和
５年３⽉に当該ガス⼩売事業者に対して⾏政指導
を⾏いました。

2. 当部は、特定ガス発⽣設備によりガスを供給する
管内のガス⼩売事業者に対し、令和４年２⽉３⽇
付けで、定期⾃主検査を適切な時期に実施するよ
う注意喚起をしましたが、今般、同様の事案が発
⽣したことから、改めて注意喚起します。
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９．ガス事業法における特定ガス発⽣設備の定期⾃主検査について（注意喚起）

事案１
配送の委託先からバルク貯槽の使⽤期限が切れている可能性があると

連絡があり、現地・資料等を確認した結果、使⽤期限超過が判明。
原因は、機器等の有効期限や交換期限についてシステムで管理してい

るが、バルク貯槽使⽤期限についてはその項⽬から失念していた。

事案２
バルク貯槽交換のため⼯事計画を提出したが、受理の際にバルク貯槽

製造⽇の確認を求められ、確認したところ使⽤期限超過が判明。
原因は、バルク検査告⽰は液⽯法に基づくバルク貯槽のみが適⽤され、

ガス事業法に基づくバルク貯槽は適⽤外と認識していた。（同社では、
ガス事業法に基づくバルク貯槽も液⽯法と同等に告⽰検査を実施する⽅
針としていた。）
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９．ガス事業法における特定ガス発⽣設備の定期⾃主検査について（注意喚起）

事案３
バルク貯槽交換にあたり、ガス主任技術者が関連資料の最終確認を

⾏ったところ、⼯事計画書の届出が必要なこと及びバルク貯槽の告⽰検
査⽇以降の使⽤ができないことが判明。
原因は、バルク貯槽の告⽰検査⽇は把握していたが、液⽯法のバルク

貯槽交換⼯事と同様の段取りで準備を進めていたこと及び告⽰検査⽇後
は充填が出来ないが使⽤は可能という誤った認識で準備を進めていた。

事案４
バルク貯槽交換のため⼯事計画を提出したが、受理の際にバルク貯槽

製造⽇の確認を求められ、確認したところ使⽤期限超過が判明。他バル
ク貯槽についても確認をしたところ、更に１件、使⽤期限超過が判明。
原因は、管理システムで設備の期限管理をしていたが、管理システム

へのバルク貯槽製造⽇が誤って⼊⼒されていた。

32



１０．バルク貯槽の検査周期の⾒直し（バルク告⽰改正）

 【改正前】 20年⽬検査の後は５年ごとに５項⽬の検査（①外⾯の⽬視検査、②鋼板の厚さ
測定、③⾮破壊検査、④内⾯の⽬視検査、⑤気密試験）を実施。

 【⾒直し後（製造後40年まで）】 外⾯の腐⾷が発⽣することから、①、②及び③のうち外
⾯の⾮破壊検査（外⾯の溶接部において不具合が確認された場合に実施）については現⾏通り。
他⽅、図における製造から25年⽬、30年⽬、35年⽬の検査について、③⾮破壊検査※、④内
⾯の⽬視検査、を省略できることとする。また、⑤気密試験については、運転状態（LPガス
が充てんされた圧⼒）により試験ができることとする。

※20年⽬検査で溶接部全線を検査し、検出された不具合を全て処置したものに限る。

＊溶接部全線を検査し、検出された不具合を全て処置したものは、⾮破壊検査を省略可能。

20年 5年5年

検査
（３回⽬）

5年5年

①外⾯の⽬視検査

②鋼板の厚さ測定

③⾮破壊検査

④内⾯の⽬視検査

⑤気密試験
（空気等による常⽤圧⼒）

①外⾯の⽬視検査

②鋼板の厚さ測定

③⾮破壊検査＊

（外⾯の⽬視検査
により溶接部の不
具合が確認された
場合は必要）
④内⾯の⽬視検査

⑤気密試験
（供⽤中）

①外⾯の⽬視検査

②鋼板の厚さ測定

③⾮破壊検査＊

（外⾯の⽬視検査
により溶接部の不
具合が確認された
場合は必要）
④内⾯の⽬視検査

⑤気密試験
（供⽤中）

①外⾯の⽬視検査

②鋼板の厚さ測定

③⾮破壊検査＊

（外⾯の⽬視検査
により溶接部の不
具合が確認された
場合は必要）
④内⾯の⽬視検査

⑤気密試験
（供⽤中）

①外⾯の⽬視検査

②鋼板の厚さ測定

③⾮破壊検査

④内⾯の⽬視検査

⑤気密試験
（空気等による常⽤圧⼒）

製造から
25年⽬

製造から
30年⽬

製造から
35年⽬

製造から
40年

告
⽰
検
査
भ
項
⽬

バルク貯槽の
製造の⽇

特定則の基準
により製作 検査

（２回⽬）
検査

（４回⽬）
検査

（５回⽬）
検査

（初回）
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１０．バルク貯槽の検査周期の⾒直し（バルク告⽰改正）〜法令根拠のたどり⽅〜

ガス事業法 第34条

ガス事業法施⾏規則 第48条、第49条

ガス⼯作物定期⾃主検査要領 4.1.2

(⼀社)⽇本コミュニティーガス協会「特定製造所設備指針」

液⽯法告⽰「バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細⽬を定める告⽰」

定期⾃主検査実施義務について

定期⾃主検査の対象及び検査時期について

検査⽅法と検査時期について
（時期は(⼀社)⽇本コミュニティーガス協会「特定製造所設備指針」による

バルク貯槽の開放検査は液⽯法告⽰「バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等
の細⽬を定める告⽰」を基準に⾏う

第⼀条第⼀項⼀号イ 製造した後の経過年数（以下この条において「経過年数」とい
う。）２０年以下のもの２０年

定期⾃主検査の時期を定める件（平成7年通商産業省告⽰第105号）
検査時期について
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１１．ガス事業法の主任技術者の兼務について（注意喚起）
• ガス主任技術者を複数の特定ガス製造所を兼務させる場合、応急措置者が必要。

ガス主任技術者を兼ねさせることができる範囲
（昭和46年7⽉19⽇ 通商産業省告⽰第⼆百⼋⼗四号）平成29年3⽉31⽇改正

ガス事業法施⾏規則（昭和四⼗五年通商産業省令第九⼗七号）第三⼗三条第三項
（第九⼗九条において準⽤する場合を含む。）及び第九⼗⼀条第⼆項の規定に基づき、
他の供給地点群に係る特定製造所のガス主任技術者を兼ねさせることができる範囲を
次のように定める。
ガス事業法施⾏規則第⼆⼗六条第三項の規定により他の供給地点群に係る特定製造

所のガス主任技術者を兼ねさせることができる範囲は、次の各号に定めるものとする。
⼀、⼆、四(略)
三 兼務ガス主任技術者が、次に掲げるすべての要件を満たすものを指名し、特定

ガス⼯作物に関して災害の発⽣の防⽌のための応急の措置をさせることが、明確
になつている特定製造所。
イ 当該特定製造所に係るガス⼯作物に関して災害の発⽣の防⽌のための応急の
措置をとるために必要な知識、技能及び経験を有していること。

ロ 当該特定製造所に三⼗分以内に到達できること。ただし、⼀容器等当りの貯
蔵能⼒が五トン以上のものを設置する特定製造所にあつては、⼗分以内に到達
できること。

＜告⽰抜粋＞
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１２．特監法違反に対する刑事訴訟法に基づく告発

• 関東東北産業保安監督部は、令和５年9⽉19⽇、特定ガス消費機器の設置⼯事の監督に
関する法律（特監法）違反及び違反の嫌疑で、神奈川県内の特定⼯事事業者を神奈川県
神奈川警察署に告発しました。
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１２．特監法違反に対する刑事訴訟法に基づく告発

「特監法※」をご存じですか︖
■ 屋内のガスふろがま、湯沸器（⼩型湯沸器を除く）などの設置⼯事には、

国家資格「ガス消費機器設置⼯事監督者」が必要です。
給排気設備に不備があると、⼀酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあることから、屋内にガスふろがま、

湯沸器などを設置するときは、法令により適正な給排気設備の設置が義務づけられています。

特監法第３条の規定に基づき、設置⼯事は、国家資格「ガス消費機器設置⼯事監督者」を
有する者が監督する※か、資格を有する者が直接実施する必要があります。

これに従わない場合は、法令違反となり罰則が適⽤されることがあります。

■ ガス消費機器設置⼯事監督者の皆様へ︓設置⼯事後の
表⽰について

設置⼯事後は、特監法第６条で定める「表⽰ラベル」を消費機器の
⾒やすい箇所に貼付してください。（右図参照・２箇所貼付）

表⽰をしない、⼜は虚偽の表⽰をした場合は、法令違反となり罰則が
適⽤されることがあります。

※令和６年４⽉改正により、適切な情報通信技術 （Ｗｅｂカメラ等）を⽤いて
監督、指⽰及び技術上の基準への適合状況の確認が可能である場合には、実地に
加えて事務所等の適切な業務場所においての監督が可能となりました。 

※特定ガス消費機器の設置⼯事の
監督に関する法律
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１３．消費機器に関する調査の適切な実施について（注意喚起）

• 関東東北産業保安監督部は、屋外式給湯器が、屋内に設置されていた事案を確認しまし
た。

• 当該事案においては、消費機器に関する調査において、屋外式給湯器が屋内に設置され
ていることを⾒過ごしていたことが確認されました。



• 保安ネットとは、産業保安・製品安全関連法令に関する申請⼿続を窓⼝まで⾏かなくてもオ
ンラインで記⼊・申請・審査状況の確認、交付される通知⽂書の確認が⾏えるシステムのこ
と。

• また、2020年6⽉より電⼦申請の対象外の法令⼿続についても申請書類・添付書類をPDF
ファイルにして保安ネット内の簡易申請フォームから提出が可能となった。

⼿続きの流れ（電⼦申請の場合）
 申請フォームから申請情報をすべて記⼊し、⼿続が可能。

アカウントの発
⾏・ログイン

電⼦申請（申請情
報⼊⼒・ファイル

添付）
受理・審査 審査結果通知

⼿続きの流れ（簡易申請の場合）
 紙で提出していた申請書類、添付ファイルを全てPDFファイルにし、簡易申請フォームから
添付して⼿続が可能。

アカウントの発
⾏・ログイン

簡易申請（申請書
類・添付書類を添
付⼜は郵送）

受理・審査 審査結果通知

１．保安ネットの概要
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１４．ガス事業法令の電⼦⼿続きについて（保安ネットポータル）



対象⼿続き（電⼦申請の場合）
事故年報
• ガス⼩売事業者の毎年のガス事故（当該年の翌年⼆⽉末⽇まで）
• ⼀般ガス導管事業者の毎年のガス事故（ 〃 ）
• 特定ガス導管事業者の毎年のガス事故（ 〃 ）
• ガス製造事業者の毎年のガス事故 （ 〃 ）
導管改修実施状況
• ガス⼩売事業者/⼀般ガス導管事業者/特定ガス導管事業者/ガス製造事業者の導管改修実施状
況（当該年度の翌年度六⽉末⽇まで）

• 旧簡易ガス事業者の導管改修実施状況（当該年度の翌年度六⽉末⽇まで）
消費機器調査年報
• 毎年の消費機器の調査結果（当該年の翌年⼆⽉末⽇まで）

対象⼿続き（簡易申請の場合）
上記以外のガス事業法令全ての⼿続き
例として以下のとおり
• ガス主任技術者選任⼜は解任届出書
• ⼯事計画届出書
• 保安規程（及び変更）届出書
• 保安業務規程（及び変更）届出書
• 周知状況の届出 等

２．申請種類

40

１４．ガス事業法令の電⼦⼿続きについて（保安ネットポータル）



保安ネットポータルについて、主に以下
の内容が記載されてますので、利⽤され
る際に参考にしてください。

• 保安ネットのURL
• アカウントの種類と取得⽅法
• 申請種類
• Q&A
• 問い合わせ先

３．保安ネットのパンフレット
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１４．ガス事業法令の電⼦⼿続きについて（保安ネットポータル）



３．保安ネットのパンフレット
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１４．ガス事業法令の電⼦⼿続きについて（保安ネットポータル）



・現在の紙様式と同様項⽬になっており、前年度提出書類を⾒ながら記載可能。

４．⼊⼒画⾯例
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１４．ガス事業法令の電⼦⼿続きについて（保安ネットポータル）



・事業者情報などは⼀度⼊⼒すればそのま
ま利⽤可能のため、再度⼊⼒の⼿間などな
し。

⼀度申請したデータを複写（コピー）も
できるため年報などは昨年度のデータを参
照して作成ができる︕

・届出内容の項⽬のほとんどをプルダウ
ン式で選択し、もし書類不備や内容修正
などについて連絡があった場合、再度郵
送などの⼿間がなくその場で訂正ができ
る。

⼯事計画届出書など受付⽇が重要な書
類などがすぐに修正、受付（受理）が可
能︕速達などの追加コストもなくなる！

５．メリット
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１４．ガス事業法令の電⼦⼿続きについて（保安ネットポータル）



【参考】ガス事業関連法令の電⼦⼿続きについて（電ガネット/保安ネット）
 ガス事業に係る⼿続きは「電ガネット」、ガス保安に係る⼿続きは「保安ネット」
 両システムの利⽤は、GビスIDアカウント（デジタル庁）の取得が必要だが、両システムで
使⽤するアカウントの種類が異なる点に注意。

GビズID アカウントの取得・ログイン

ガス保安に係る⼿続き

GビズID プライム（※）

ガス事業に係る⼿続き

電⼦申請
対象⼿続き

• 郵送での提出と異なり、タイムラグなく申請が可能
• 同システムで過去に提出した届出情報が参照可能

メリット

• 届出書作成の⼿間を削減（※）
※届出内容の項⽬のほとんどがプルダウン⽅式で選択可能なため、
届出作成の⼿間が省けます

• ⼊⼒ミスの⼤幅削減（※）
※登録情報を参照した⾃動⼊⼒機能やエラーチェック機
能等の⼊⼒補助機能があり、⼊⼒ミスを削減できます

電ガネット 保安ネット

※アカウント作成後、担当者⽤のアカウント（gBizIDメンバー）の作成も可能

GビズID プライム（※）
または、

GビズID エントリー

・消費機器調査結果年報
・ガス⼩売事業事故年報
・導管改修実施状況

・ガス主任技術者選任⼜は
解任届出書

・保安規程変更届出書
・保安業務規程変更届出書
・⼯事計画届出書
・周知状況の届出書
・ガス事故詳報 等

〈電⼦申請〉 〈簡易申請〉

のみ

・ガス⼩売事業⽒名等変更届出
・ガス⼩売事業変更届出
・ガス⼩売事業承継届出
・経過措置料⾦規制の指定解除に係る報告

（ガス関係報告規則（附則第４条)
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１５．近年の⽴⼊検査結果について（改善指導事項）

• ⽴⼊検査を実施したガス事業者24事業者のうち、6事業者に対して以下のとおり改
善指導した。

保安規程及び保安業務規程で定められている事項の保安教育について、適切に実施
し、その結果を記録・保存すること。

①保安教育について

• 事業年度前に、「保安教育計画」を策定し、実施状況の管理を⾏う。
• 緊急時連絡等を受け付ける従業員も「保安業務に従事する者」として、保安教育
対象者とする。

• 保安教育において、巡視点検頻度（点検間隔）についても教育事項とする。

対策例
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１５．近年の⽴⼊検査結果について（改善指導事項）

保安規程で規定したガス⼯作物の巡視、点検、検査を実施し、これを記録、保存す
ること。

②巡視、点検、検査について

• 巡視・点検記録様式に、保安規程で定めた検査項⽬があるか確認し、必要に応じ
て記録様式を変更する。

• 保安規程に定められている点検頻度・項⽬を再確認し、適切に実施する。
• 「導管」は、露出部等についても巡視点検の対象となる。

対策例



48

１５．近年の⽴⼊検査結果について（改善指導事項）

保安規程・保安業務規程の組織体制に、社内の部署名変更や担当者変更が反映され
ておらず、実態と合っていない。

③組織体制について

• 年に１回もしくは異動があった際に適宜確認し変更する。

対策例

特定容器を使⽤する際に、ガス事業法施⾏規則で定められた様式１４に記録されて
いない。

④特定容器の管理について

• 特定容器を使⽤する際は、容器交換事業者から提出された帳票をもとに、ガス事
業法施⾏規則で定められた様式１４に記録し、これを保存する。

対策例
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１５．近年の⽴⼊検査結果について（改善指導事項）

・⼯事計画届出書を提出していなかった。
・使⽤前検査を受検していなかった。

⑤⼯事計画届出書及び使⽤前検査について

• 事業年度前に、「⼯事年度計画」を策定し、提出書類の確認、届出状況の管理を
⾏う。

対策例

• 消費機器調査について、法令で定められた頻度で調査を⾏っていない。
• 消費機器調査票の様式が保安業務規程で定められたものになっていない。

⑥消費機器調査について

• 各需要家の調査を⾏った⽇付を基準に管理を徹底する。
• 保安業務規程に定められた様式を⽤いて調査を実施する。

対策例
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１５．近年の⽴⼊検査結果について（改善指導事項）

・特別な周知対象機器を持つ需要家に対して正しい周知⽂書を配布していない
・周知に関する記録をとっていない

⑦周知業務について

• 対象機器の持っている需要家を抽出および対象機器を確認する。
• お客様情報のシステムの欄に周知に関する記録の⼊⼒を⾏う。

対策例

• 保安規程で定められている各種下位規定が定められていない

⑧下位規定について

• コミュニティーガス協会作成のモデル保安規程付属CDを参考に作成をする。

対策例



ご清聴いただき、ありがとうございました。


